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～主任児童委員のことを知ってもらうために～ 

  

主任児童委員制度が創設され 30 年が経ちますが、地域や学校、行政機関においても 

まだまだ主任児童委員のことが知られていないということが課題となっています。 

地域の身近な相談相手になるためには、主任児童委員のことを知ってもらうことが 

必要であり、機会をとらえて PR 活動を行うことも大切です。 

ここでは「笑顔をつなごう 主任児童委員活動ハンドブック」の PR 編として、活用できる 

リーフレットやチラシ、市町村での PR 事例をご紹介いたします。 

市町村での PR 活動の参考にしていただければ幸いです。 

主任児童委員部会 
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◇PRツール◇ 

〈全民児連/チラシ/有料〉             〈県民児協/リーフレット/有料〉 

こんにちは 民生委員・児童委員です。         民生委員・児童委員 主任児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

〈全民児連/三つ折りの名刺型/有料〉          〈全民児連/パンフレット/有料〉 

PRカード                 あなたのまちの民生委員・児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

名刺代わり、メッセージカード

にも 

関係機関の理解を深めるための説明資料 

住民や関係者に理解を深めてもらう際に 役割や活動を知ってもらう際に 
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〈全民児連/チラシ〉                〈全民児連/チラシ〉 

知ってください！児童委員、主任児童委員      知ってください！児童委員、主任児童委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈全民児連/ポスター・動画〉※サイズを変えてチラシとして配布できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育機関向け活動紹介 行政等関係機関向け活動紹介 

← 教育機関向け 

活動紹介チラシ 

（色：ピンク） 

全民児連のホームページ 

 

 

 

 

 行政等 → 

関係機関向け 

活動紹介チラシ 

（色：ブルー） 

…………………… 

PR 動画 

「あなたの 

まちにも編 

 （long ver.）」 

 

パスワードは「ひろば」最終 

ページに記載されています。 
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〈県民児協/PR パンフレット〉 

こんにちは！主任児童委員です 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇主任児童委員部会にて新たに二種類のパンフレットを作成いたしました。埼玉県民生委員・

児童委員協議会のホームページからダウンロードできます。 

○各市町村事務局の連絡先を記載し、ご活用ください。 

〇各市町村作成のパンフレットは、引き続きご活用ください。 

 

                埼玉県民生委員・児童委員協議会 

ホームページ 

 

教職員向け 

・主任児童委員の立場や役割を 

理解してもらうために 

児童・生徒向け 

・身近に相談できる大人がいることを 

知ってもらうために 

 

  

4



 ◇PR事例◇ 

１．PRパンフレットの活用 

 ・啓発活動の一環として、学校や地域に配布 ・学校との連絡会にて先生方に配布・説明 

 ・小・中学校の入学説明会にて新１年生の保護者に配布（活動内容の説明） 

・年度初めに小・中学校、幼稚園、保育園に配布 

 ・子育て支援活動・イベントの際に配布  ・関連機関に挨拶に伺う際に配布 

 ・参考資料として民生委員に配布     ・主任児童委員の研修用として使用（学ぶ機会に使用） 

 ・行政機関、児童センター等に設置    ・乳幼児健診の際、保健センターからの案内に同封 

２．地域でのPR活動 

 ・５月の民生委員・児童委員の日に合わせ、市役所にて PR パネルを展示 

 ・子育て支援活動等の際、主任児童委員エプロン（市民児協にて制作）を着用 

 ・「にこにこ子育て応援ガイド」への掲載 

 ・広報誌への掲載 

 ・ホームページへの掲載、防犯パトロール、ティッシュ等の啓発品の配布 

 ・子ども食堂等を行っている NPO 団体にボランティアとして参加 

 ・中学校区ごとのふれあい推進事業（地域・学校・子どもたちが参加）に参加 

 ・保健センターから依頼される未受診児訪問で説明 

 ・学校行事や子育てイベントへの参加 

 ・市内全校へ主任児童委員全員で訪問、児童・生徒にアピール 

 ・町で行われるこどもフェスティバル等に参加、ブースのポスターに民児協と記載 

 

☆事例を参考に、児童委員と共に PRしていきましょう！☆ 
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◇参考◇ 

子どもたちを取り巻く問題（児童虐待・ヤングケアラー）について知ってもらうために、 

活用してみませんか。 

こども家庭庁・埼玉県・埼玉県教育委員会のホームページからダウンロードできます。 

 

〈こども家庭庁/「オレンジリボン・虐待防止推進キャンペーン」リーフレット・ポスター〉 

 

 

 

 

 

 

児童相談所虐待対応ダイヤル １８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

親子のための相談 LINE 

 

 

 

こども家庭庁 虐待防止 
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〈埼玉県/虐待通報ダイヤルリーフレット・チラシ〉    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈こども家庭庁/ヤングケアラーリーフレット・ポスター〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外国語版もあります 

 

 

  

〈埼玉県教育委員会/児童虐待防止の
ためのリーフレット〉 

  

 

こども家庭庁 ヤングケアラー 

 

埼玉県 虐待通報ダイヤル 
埼玉県教育委員会  

児童虐待防止 

※外国語版もあります 
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〈埼玉県/ケアラー支援啓発リーフレット〉 

 

 

 

 

 

 

 

   

〈埼玉県/ヤングケアラー支援啓発リーフレット〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

埼玉県 ケアラー・ヤングケアラー支援 
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